
船舶事故調査報告書 

令和５年１１月１５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年１１月３０日 ０６時１７分ごろ 

発生場所 山口県下
くだ

松
まつ

市笠
かさ

戸
ど

島北東方沖 

浦野内三等三角点から真方位０７３°１.１海里付近 

（概位 北緯３３°５８.７′ 東経１３１°５２.９′） 

事故の概要 油タンカー高
こう

輝
き

丸は、南東進中、また、漁船力
りき

亜
あ

丸は、北西進中、

両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和４年１２月１２日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 油タンカー 高輝丸、１２２トン 

１３５３３８、高山石油株式会社 

Ｂ 漁船 力亜丸、３.２トン 

ＹＧ３－５７３３６（漁船登録番号）、個人所有 

第２９１－３５５４１号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級（航海）（履歴限定） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船首部外板に亀裂を伴う擦過傷等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期 

日出時刻：０７時００分ごろ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか２人が乗り組み、山口県徳山下松港第４区西部

の島田岸壁に接岸中の他船に給油する目的で、徳山下松港第２区を出

航し、船長Ａが、船橋当直に就き、法定灯火を表示して手動操舵によ

り操船し、笠戸島北東方沖を約９.０ノット（kn）の速力（対地速

力、以下同じ。）で南東進していた。 

船長Ａは、レーダーを停止して目視で見張りをしながら操船中、前

方に両色灯の緑灯及び紅灯を見せて北西進しているＢ船を認め、Ｂ船

と左舷対左舷で通過しようと思い、右舵を取って僅かに右転した。 

船長Ａは、針路及び速力を保持して航行を続けていたところ、Ｂ船

が紅灯だけを見せるようになって左舷対左舷で通過できると思った

が、しだいに灯火の見え方が変化してＢ船が緑灯だけを見せるように

なって衝突の危険を感じ、投光器でＢ船に対して発光信号を送ったも

のの、Ａ船の左舷船首部とＢ船の左舷船首部とが衝突した。 



  

船長Ａは、海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、山口県笠戸湾の漁場に向かう目

的で、山口県田布施町尾津漁港（別府地区）を出港し、船長Ｂが、操

舵室の操縦席に腰を掛けて操船と見張りに当たり、法定灯火を表示し

て自動操舵により、笠戸島北東方沖を約１５.０kn の速力で北西進し

ていた。 

船長Ｂは、目視及びレーダーで見張りをしながら操船中、右舷船首

方に‘無灯火のシーカヤック、ゴムボート等の小型船’（以下「小型

船群」という。）が多数いたので、それらに注意を向け、船首が自動

操舵により左右に振れたまま航行を続けていたところ、南東進して接

近するＡ船を認め、衝突の危険を感じ、右舵を取ったものの、Ａ船と

衝突した。 

船長Ｂは、前胸部を舵輪に打ち、前胸部打撲を負った。 

分析 Ａ船は、南東進中、船長Ａが、前方に両色灯の緑灯及び紅灯を見せ

て北西進しているＢ船を認めた際、Ｂ船と左舷対左舷で通過しようと

思い、僅かに右転して航行を続けたことから、Ｂ船と衝突したものと

考えられる。 

Ｂ船は、北西進中、船長Ｂが、右舷船首方の小型船群に注意を向け

ていたことから、南東進中のＡ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと

考えられる。 

原因 本事故は、夜間、Ａ船が南東進中、Ｂ船が北西進中、船長Ａが、前

方に両色灯の緑灯及び紅灯を見せて北西進しているＢ船を認めた際、

Ｂ船と左舷対左舷で通過しようと思い、僅かに右転して航行を続け、

また、船長Ｂが、右舷船首方の小型船群に注意を向けていたため、両

船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船橋当直者は、他船と行き会う状況となった場合、余裕のある時

機に、安全な距離を保って通過することができるように大きく右

転すること。 

・船長は、航行中、一定の方向ばかり注意を向けず、常に目視で周

囲の状況を確認するなど、適切な見張りを行うこと。 


